
第　３２　期

計　算　書　類

２０２５年　４月　１日から

２０２６年　３月３１日まで

株式会社ジェイアール貨物・東北ロジスティクス



２０２６年３月３１日現在 (単位:円)

金額 金額

【流動資産】 【 297,664,862 】 【流動負債】 【 150,510,946 】

現金・預金 70,793,047 買掛金 231,000

売掛金 319,000 未払金 31,247,473

未収収益 181,083,132 未払費用 27,625,015

未収金 4,109,394 前受金 260,700

貯蔵品 5,397,350 未払消費税 16,620,900

前払費用 20,000,591 預り金 453,169

前払金 2,427,179 未払法人税等 903,700

立替金 10,358,869 賞与引当金 73,168,989

短期貸付金 0

未収法人税等 3,176,300

【固定負債】 【 73,066,629 】

【固定資産】 【 118,301,799 】

退職給付引当金 72,783,129

(有形固定資産計) ( 5,302,224 ） 役員退職慰労引当金 283,500

建物附属設備 2

　　　　　　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。機械装置 3

車両運搬具 3,620,701

工具器具備品 1,481,518 負債の部合計 223,577,575

一括償却資産 200,000

(無形固定資産計) ( 45,000 ）

電話加入権 45,000 【株主資本 】 【 192,389,086 】

　【資本金】 【 30,000,000 】

(投資その他の資産計) ( 112,954,575 ）

長期貸付金 50,000,000 　【利益剰余金】 【 162,389,086 】

敷金 412,000

保証金 50,000 （その他利益剰余金） （ 162,389,086 ）

リサイクル預託金 223,910 繰越利益剰余金 162,389,086

繰延税金資産　 62,268,665

純資産の部合計 192,389,086

資産の部合計 415,966,661 負債・純資産の部合計 415,966,661

資産の部 負債の部

純資産の部

貸　借　対　照　表

科目 科目



１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

　（１）資産の評価基準及び評価方法

　　　①棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）によっております。

　　　　　　商　 品 　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。

　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法 　平成２８年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、その他は

定率法によっております。

　　　②リース資産

　　　　　　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（リース契約に残価保証の取決めがある場合は、

当該残価保証額）とする定額法によっております。

　（３）引当金の計上基準

　　　①賞与引当金

　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。

　　　②退職給付引当金

　　　　　従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく当期末自己都合退職要支給額から中小企業

　　　　退職金共済からの支給相当額を控除し、新会計基準（簡便法）による繰入必要額を計上しております。

　　　③役員退職慰労引当金　　

　　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

２．収益の計上基準 収益認識に関する注記

　　　顧客との契約について、以下の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に

　　移転 した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。 

　　　　　ステップ1：顧客との契約を識別する 

　　　　　ステップ2：契約における履行義務を識別する 

　　　　　ステップ3：取引価格を算定する 

　　　　　ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する 

　　　　　ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する 

　　　収益を認識するにあたっては、顧客との契約に基づき履行義務を識別しており、通常は下記の時点で履行

　　義務を充足すると判断し収益を認識しています。 

　（１）受託業務に係る収益

　　　受託業務に係る収益は、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完了時点おいて、一定

　　期間にわたり充足される場合には受託業務の提供期間にわたり定額で、又は進捗度に応じて収益を認識

　　　代金は、取引先との契約に基づき、概ね2カ月以内に回収しております。 

個　別　注　記　表



３．貸借対照表に関する注記

　（１）消費税及び地方消費税の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項

　　　発行済株式

　　　　普通株式（発行済株式）

　　　　当期末株式数（発行済普通株式）　　６００株

５．税効果会計に関する注記

　（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の表示方法

　　　企業会計基準第２８号「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（平成３０年２月１６日公表）を適用し、

　　繰延税金資産・繰延税金負債は固定区分のみとしております。

６．減損損失に関する注記

　　　自動車運送部門では、業績不振が続く中でもトラック代行輸送の安全・品質を維持すべく、老朽化が著しい

　　経年トレーラを新車へ置き替えたが、設備投資分の増益は確保するまでには及ばなかった。次年度も業績の

　　回復は見込めないことから減損処理を実施し、特別損失13,915,001円を計上しております。

７．その他の注記

　（１）当期純損益について

　　　当期純利益は、△10,585,017円であります。


